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はじめに 

本書（以下、「本募集要領」という。）は、足立区（以下、「区」という。）が所有する旧

こども家庭支援センター等跡地（以下、「対象用地」という。）において、民間事業者の不

動産開発、施設整備・運営等に係るノウハウ・経験・資金等を活用した「旧こども家庭支

援センター等跡地活用事業」（以下、「本事業」という。）を実施する民間事業者（以下、

「整備・運営事業者」という。）をプロポーザル（以下、「本件募集」という。）にて募集・

選定するための手続き及び条件等を示したものであり、本件募集に参加を希望する者（以

下、「応募者」という。）を対象としております。 

また、別添資料である「公共施設要求水準書」、「図面集」、「様式集（Word・Excel）」、

「基本協定（案）」、「基本契約書（案）」、「公共施設棟等整備及び売買契約書（案）」、「一

般定期借地権設定契約書（案）」、「事業用定期借地権設定契約のための覚書（案）」、「賃貸

借契約書（案）」、及び区が本件募集において配布した資料は、本募集要領と一体のもの（以

下、「本募集要領等」という。）とします。 
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１ 公募の趣旨 

区では、魅力的なまちの将来像を描き、民間活力の誘導や区有地等の活用を効果的に

行うために足立区エリアデザイン計画を策定しており、その中で綾瀬・北綾瀬エリアに

おいては、①綾瀬駅前の魅力と安全性を高めること、②新しいライフスタイルとの出会

いの場をつくること、③治安や災害への不安感を払拭することを基本的な方向性として

設定し、まちづくりの具体的な取組みを進めています。 

対象用地は、綾瀬駅東口から連続する「まちの顔づくり」として、重点的に取組みを進

めるまちづくりの核として位置付けられており、民間事業者の提案により活用する施設

（以下「民間施設棟」という。）の誘致、公共施設（保健センター、区民事務所、休日応

急診療所、子育てサロン、学童保育室）の集約及び憩いの場・多目的ホールの機能の設置

を検討しました。 

令和６年９月には、対象用地の活用の可能性を調査するため、民間事業者を対象とし

たサウンディング型市場調査を実施し、調査の結果、民間施設及び公共施設の連携に関

する活用提案の可能性が見込めることが判明しました。 

 

以上のことを踏まえ、対象用地の活用目標は、以下の活用方針に沿った土地活用とし

ています。 

 

【対象用地の活用方針】 

① 誰もが安心して利用できる公共施設の整備 

・  仮移転していた公共施設「保健センター」「区民事務所」「子育てサロン」に加え、

地域からの要望の高い「多目的ホール」を駅前にまとめて集約する。 

・  １つの敷地内に集約することで、利用者の利便性向上に繋げ、誰もが安心して利

用できる公共施設棟の整備を目指す。 

② 賑わいを創出する民間活用施設の誘致 

・  賑わい機能（商業・交流等）を備えた民間活用施設を誘致する。 

・  公共施設棟が隣接することによって、区民サービス・子育て・買い物など、様々

な場面で誰もが利用できる施設とし、綾瀬エリアの更なる魅力の向上に繋げていく。 

③ 多くの人が集える空間及び憩いの場等の創出 

・  多くの人が集える空間や憩いの場を創出できるよう、多目的ホールや憩いの場

等の整備を検討する。 

 

上記活用目標実現のため、区と民間事業者が連携できる最適な事業手法を活用した、

公共施設の複合化と民間活用施設の整備・運営事業者を募集します。 

本区有地活用事業では、民間の活力による賑わい機能と公共機能が連携し、相乗効果

を生む複合的な拠点を目指します。綾瀬駅前通りの核となって地域の魅力を高めるとと

もに、多世代の地域住民や施設利用者にとって居心地の良い空間や、人が集い交流を生

む場を提供する施設を提案してください。 

本件募集においては、本募集要領に則り応募する法人等が作成する事業提案等に基づ

いて区が審査を行い、上記の活用目標に沿った整備・運営事業者を決定します。 



2 

２ 実施事業 

（１） 導入施設・機能 

ア 公共機能 

本事業において導入する公共機能は、次のとおりです。 

立地場所 機能名称 規模 

公共施設棟 

区民事務所 

4,500㎡程度 

子育てサロン 

学童保育室 

休日応急診療所 

保健センター 

共用部 

民間施設棟への併設 

又は別棟 

多目的ホール 1,500㎡程度 

憩いの場 1,500㎡程度 

付帯施設（自転車駐車場、自動二輪車用駐車場、自動車駐車場等） 

 

イ 民間機能 

本事業において導入する民間機能は、次のとおりです。 

機能名称 施設内容 規模 

民間収益事業 
賑わい機能（商業・交流等）を

含めた施設 

提案による 

その他、必要な機能 

自動車駐車場、自動二輪車用駐

車場、自転車駐車場、階段、廊

下等の共用部 

導入する民間機能の 

規模による 

緑地広場 緑地広場 提案による 

  ※ 民間収益事業において、賑わい機能とあわせて住宅（マンション等）を提案に含

める場合は、以下の条件を全て満たす必要があります。 

（ア） 足立区における人口推移の課題と住宅価格に関する社会情勢を踏まえて、

子育て世代の定住を促進する仕組みづくりや、子育てに適した住戸仕様等の

住環境整備について提案してください。 

 足立区における人口推移の課題 

単身世帯が増加し、特別区で最も高齢化率（区内総人口に占める６５歳

以上人口の割合）が高くなっている。また、子育て世代が住宅購入を機に

転出することが多い。 

 住宅価格に関する社会情勢 

住宅の販売価格や家賃が上昇し、都内において子育て世代が希望する

広さや環境を確保することが難しくなっている。さらに転売等で価格が

上昇する問題も起きている。 

（イ） 住宅形態（分譲、賃貸）は問いません。ただし、多目的ホール及び憩いの
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場を民間施設棟と複合化する場合で、住宅を含めて複合施設とする際は、分

譲住宅は不可とします。 

（ウ） 子育て世代向けの住戸を設けてください（全体の一部でも可）。最低戸数の

制限はありませんが、全住戸の過半数は子育て世帯向け住戸としてください。 

（エ） 生徒数の著しい増加で周辺小中学校の教室数が不足しないよう、住戸数（単

身世帯用を除く）を１２０戸以下としてください。なお、集合住宅における

住戸数や住戸の専有面積等については「足立区集合住宅の建築及び管理に関

する条例」を遵守してください。 

（オ） 良質な住環境を適切な価格で提供してください。 

（カ） ライフスタイルの変化に柔軟に対応できる空間設計や、入居者間や地域と

の交流を促す仕組みづくりを提案してください。 
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（２） 事業方式等 

ア 所有関係 

本事業では、整備・運営事業者の提案により各施設を設計・建設します。 

施設等の整備における公共施設棟と民間施設棟の整備に必要な土地については、応

募者の提案により、それぞれの面積・位置を提案できるものとします（それぞれ「公

共用地」、「民間用地」という）。 

公共施設棟（憩いの場・多目的ホールを別棟とする場合も含む）は、整備期間中、

公共用地を無償で使用することができます。 

民間施設棟については、整備・運営事業者と借地借家法（平成３年法律第９０号）

第２２条に規定する一般定期借地権の設定を目的とする一般定期借地権設定契約、又

は同法第２３条に規定する事業用定期借地権の設定を目的とする事業用定期借地権

設定契約（以下、一般定期借地権設定契約と事業用定期借地権設定契約を合わせて「定

期借地権設定契約」という。）を締結することで民間用地を貸付け、整備・運営事業者

が設計・建設を行います。 

緑地広場については、用地を上記の一般定期借地権又は事業用定期借地権に含めて

整備・運営事業者が借受け、広場を整備し、維持管理するものとします。なお、緑地

広場の用地について、区は建設期間中及び事業期間中の土地貸付料を無償としますが、

民間施設の建築確認上の敷地設定に含める場合は、その範囲について、建設期間中及

び事業期間中の土地貸付料を有償とします。 

【配置イメージの例】 

 
※１  憩いの場・多目的ホールについて民間施設棟への合築とする場合は、区は賃貸借契約に

より床を借り受けるものとし、当該部分の区分所有は行いません。 
※２  土地の無償貸付には足立区議会の議決を条件とします。 
※３  上の施設配置はあくまでイメージであり、応募者の提案を制限するものではありません。 
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イ 契約関係 

公共施設棟は、整備・運営事業者が設計・建設等を実施し、完成した公共施設棟を

区が取得（買取）します。 

憩いの場・多目的ホールは、民間施設棟に合築した場合は、当該部分を賃貸借契約

により、事業期間中に渡り区が借り受けます。別棟とした場合は、区は当該施設を取

得（買取）します。なお、区は、憩いの場・多目的ホールの運営については、本件募

集とは別に公募により指定管理者を選定します。 

民間施設棟は、定期借地権設定契約により整備・運営事業者に貸付け、整備・運営

事業者が独立採算事業として事業を実施します。 

以上を踏まえて、本事業の実施に当たり、次の契約等の締結を予定します。 

 

 

 

 

  

契約名 契約の概要 

基本協定書   事業契約（基本契約、定期借地権設定契約、公共施設棟

等整備及び売買契約、賃貸借契約を総称していう。）の締

結に向けた双方の協力義務等を定めたもの。 

基本契約書   公共施設棟等整備及び売買契約、【一般定期借地権設定

契約／事業用定期借地権設定契約】及び賃貸借契約を包括

的かつ一体的にまとめ、本事業の基本的事項、業務分担等

を定めたもの。 

公共施設棟等整備及

び売買契約書 

  公共施設棟等の設計・建設及び所有権移転に関する事

項、区と整備・運営事業者の業務分担等を定めたもの。 

一般定期借地権設定

契約書 

  民間施設棟の所有及び運営を目的に、民間施設棟に必要

な土地を整備・運営事業者に貸付するもの。 

  貸付期間は、建設、撤去等の期間を含めた最大８０年と

する。 

事業用定期借地権設

定契約のための覚書 

  民間施設棟の所有及び運営を目的に、民間施設棟に必要

な土地を整備・運営事業者に貸付するもの。 

  貸付期間は、建設、撤去等の期間を含めた５０年未満と

する。 

賃貸借契約書   憩いの場・多目的ホールを民間施設棟に合築する場合の

当該部分の賃借に係るもの。 

  賃貸借期間は、民間施設棟の開業（開業準備期間含む）

から閉鎖までを原則の期間とし、協議により定める。 
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契約関係図（イメージ） 
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凡例 ⇒：お金の流れ 

➡：契約行為  

  

【民間施設】

足立区

民間事業者

定期借地権
設定契約

提案施設

【公共施設】

公共施設棟
買取代金

公共施設
整備・売買契約

貸付料

賃貸借契約

憩いの場
多目的ホール

賃借料

保健センター・区民事務所・
休日応急診療所・子育てサロン・

学童保育室

基本契約（各契約を一体的に実施するための契約）

【民間施設】

足立区

民間事業者

定期借地権
設定契約

提案施設

【公共施設】

公共施設棟
買取代金

公共施設棟等
整備・売買契約

貸付料

公共施設棟等
整備・売買契約

【別棟】
憩いの場
多目的ホール

別棟
買取代金

保健センター・区民事務所・
休日応急診療所・子育てサロン・

学童保育室

基本契約（各契約を一体的に実施するための契約）
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ウ 業務分担 

区及び整備・運営事業者の業務分担は次のとおりとします。なお、詳細については、

各種契約書及び公共施設要求水準書に示します。（表中の△は関与を示します）。 

大項目 中項目 小項目 
業務分担 

区 事業者 

全体に関する

業務 

統括管理業務 

全体調整  ○ 

本施設整備に係る各種申請等

業務(※１) 
 ○ 

連絡対応  ○ 

地元調整 近隣対応等 △ ○ 

その他関連業務   ○ 

公共施設棟に

関する業務 

設計業務 

事前協議 
△ 
※２ 

○ 

基本設計 
△ 
※２ 

○ 

実施設計 
△ 
※２ 

○ 

申請等  ○ 

整備業務 

建設  ○ 

工事監理  ○ 

備品の調達 ○  

維持管理業務 維持管理 ○  

運営業務 運営 ○  

憩いの場・多

目的ホールに

関する業務 

  

設計業務 

事前協議 
△ 
※２ 

○ 

基本設計 
△ 
※２ 

○ 

実施設計 
△ 
※２ 

○ 

 申請等  ○ 

整備業務 建設  ○ 

工事監理  ○ 

備品の調達 ○  

維持管理業務 維持管理   

 別棟の場合 維持管理 〇  

民間施設棟への 

合築の場合 

 

※３ 

施設保守管理業務  

設備運転保守管理業務 

警備保安管理業務 

環境衛生管理業務 

舞台機構・照明・音響設備保守

自動車駐車場・自動二輪車用駐

車場・自転車駐車場保守管理業

務 

植栽・外構保守管理業務 

その他緊急対応等 

 〇 

運営業務 運営 ○  
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大項目 中項目 小項目 
業務分担 

区 事業者 

民間施設棟に

関する業務 

※４ 

設計業務 事前協議  ○ 

基本設計  ○ 

実施設計  ○ 

申請等  ○ 

整備業務 設計  ○ 

工事監理  ○ 

建設  ○ 

運営業務 民間収益事業の実施  ○ 

テナント管理  ○ 

維持管理業務 維持管理  ○ 

事業終了時の対応 原状回復・返還  ○ 

※１  本事業について一団地認定を取得し整備する場合は、その申請から検査済証の受領

までの一連の業務は整備・運営事業者が行うものとします。 

※２  公共施設棟、憩いの場・多目的ホールの事前協議、基本設計、実施設計については、

整備・運営事業者の提案を基本としつつ、区が関与します。 

※３  維持管理業務には大規模改修・設備機器更新を含みます。 

※４  民間施設棟に関する業務には、緑地広場の設計・整備・維持管理を含みます。 

 

３ 応募資格 

応募者は、単独の企業又は複数の企業で構成されるグループとします。 

応募者がグループの場合において、グループを構成する各企業を「構成員」といい、全

ての構成員を代表する企業を「代表事業者」といいます（代表事業者は、「構成員」の中

に含まれます）。「６ 対象用地の使用条件」の定期借地権設定契約を区と締結する者及び

公共施設棟の整備事業を行う者は必ず構成員とすることとします。 

構成員のうち、本事業の運営業務において主たる役割を担う者、又は借地権の持分が

最大となる予定の者が代表事業者になることを原則とします。 

構成員は、他のグループの構成員として参加することはできません。 

「１０ 応募手続き」の応募申込書提出後は、定期借地権設定契約を区と締結する構成

員の変更は不可とします。また、「１２ 提案書類の提出」後は、定期借地権設定契約を区

と締結しない構成員の変更も不可とします。ただし、基本協定の締結後において、代表事

業者を除く構成員の変更に関し、新たに構成員になろうとする企業等が「参加資格要件

応募資格」を満たしている場合は、乙は、区の承認を条件として構成員の変更ができるも

のとします。 

本件募集に応募する単独の企業及びグループを構成する全ての構成員は、以下の資格

要件を全て満たしていることを応募の条件とします。ただし、グループの場合の（１）の

要件については、代表事業者及び定期借地権設定契約を区と締結する構成員が（１）の要

件を満たすことを条件とします。（２）の要件については、整備業務を行うものが（２）

の要件を満たすことを条件とします。 
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（１） 「２ 実施事業 公募する事業」を行う企画力、資本力、信用及び意欲を有する法

人であり、提案内容を実行する能力を十分に有する法人であること。 

（２） 公共施設棟の整備事業を行う者については、平成２７年４月１日以降、国、地方公

共団体又はその外郭団体、独立行政法人が発注する新築工事又は官民連携（PPP）事業

における新築工事で、延べ床面積２，０００㎡以上の公共施設の元請としての整備履

行実績を１件以上有すること。なお、構成員として応募資格を満たす企業であれば、

工事着手前までに、区との協議により公共施設棟の整備事業を行う者の変更を認める。 

（３） 法人、法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員が、暴力団等（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団及び法第２条第６号に規定する暴力団員並

びに暴力団の利益となる活動を行う団体をいう。）に該当しないこと。 

（４） 法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員が、暴力団関係者（足

立区暴力団排除条例（平成２４年足立区条例第３７号）第２条第３号に規定するもの

をいう。）に該当しないこと。 

（５） 法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員が、刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の３又は第１９８条に違反する容疑があったとして逮捕若し

くは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過しない者でな

いこと。 

（６） 法人が、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定によ

り一般競争入札の参加を制限されていないこと。 

（７） 法人又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号）第３条又は第８条第１号に違反するとして、公正取引委員会又は

関係機関に認定された日から２年を経過しない者でないこと。 

（８） 法人又は法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

（平成１１年法律第１４７号）に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれら

団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体の構成員及び関

係者でないこと。 

（９） 法人又はその代表者が、国税及び地方税を滞納していないこと。 

（１０） 法人が労働社会保険に関する諸法令を遵守している団体であること。 

（１１） 本募集に関する支援業務を委託している株式会社エイト日本技術開発及び豊原総

合法律事務所と資本面又は人事面において関連がある者でないこと。なお、「資本面

において関連がある」とは、一方の会社が他方の会社の総株主の議決権の１００分の

５０を超える、又は合同会社の総社員の議決権の１００分の５０を超える議決権を有

する場合をいい、「人事面において関連がある」とは、一方の株式会社の代表取締役又

は合同会社の職務執行者が他方の代表取締役又は職務執行者を兼職している場合を

いう。 

（１２） その他、区が特に契約の相手方として不適当と判断した者でないこと。 

※  整備・運営事業者として選定された後に上記応募資格を満たしていないことが確認され

た場合、その選定結果を取り消し、区は締結した基本協定を解除できるものとします。 
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４ 対象用地 

（１） 所在地 

住居表示：足立区東綾瀬一丁目５番１７号 

地  番：足立区東綾瀬一丁目５番１、５番２ 

 

（２） 最寄り駅 

東京メトロ千代田線「綾瀬駅」東口から約４００ｍ 徒歩約５分 

 

（３） 敷地面積 

７，３７６.６３㎡（実測） 

足立区東綾瀬一丁目５番１  ７，３２９．０８㎡ 

足立区東綾瀬一丁目５番２     ４７．５５㎡ 

 

（４） 現況 

東渕江小学校の仮設校舎として利用しています。 

 

※  令和７年１月から令和９年３月まで東渕江小学校の仮設校舎として継続利用してい

ます。 

※  令和９年３月以降に、区で仮校舎の撤去工事を行い、貸付開始時には整備・運営事業

者に更地で引渡しする予定です。 

※  仮校舎の撤去工事のスケジュールによっては、土地引渡しが遅れる場合があります。 

 

（５） 道路関係 

東側：６ｍ 西側：２４ｍ 南側：１４ｍ 北側：６ｍ 

※ 全て建築基準法第 42条第１項第１号道路 

 

（６） 土壌汚染（地歴） 

対象用地は、足立区環境部生活環境保全課による簡易な土地利用の履歴等調査（生活

環境保全課が保有する東京都環境確保条例等に係る事業場情報、昭和３７年以降現在

までの住宅地図、並びに昭和２２年及び昭和３８年、直近の空中写真による調査）の結

果において土壌汚染のおそれに係る情報は確認されていません。ただし、対象用地を改

変する際には、土壌汚染対策関係法令を遵守してください。 

「７ 施設整備及び運営に関する条件（１）施設整備及び運営における基礎条件 キ 

土壌汚染等」を併せ参照してください。 
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（７） 建築上の法規制等 

対象用地における主な建築上の法規制として、以下のものがあります。ただし、提案

内容の検討及び実施にあたっては整備・運営事業者の責任において確認することとし

ます。 

 

敷地記号 Ａ Ｂ 

用途地域 準住居地域 第一種中高層住居専用地域 

敷地面積 １，９５８.０７㎡ ５，４１８.５６㎡ 

指定建蔽率 ６０％ ６０％ 

指定容積率 ４００％ ３００％ 

防火地域 防火地域 準防火地域 

高度地区 最低限度高度地区（７ｍ） 第三種高度地区 

日影規制 なし ５h-３h 測定高さ４ｍ 

地区計画 綾瀬駅東口周辺地区 地区計画 

 

【位置図】 

 
 

（８） 現地の見学 

現地見学会は特に予定していません。事業者の責任において確認することとします。 

なお、対象用地は仮設校舎として利用中のため、敷地内に立ち入ることはできませ

ん。 
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５ 建物・工作物・樹木・地下埋設物その他について 

対象用地には、本募集要領公表時点で建物（基礎を含む）・工作物・樹木が存在します

が、貸付開始時には全て撤去し更地で引渡す予定です。 

対象用地の地中には旧こども家庭支援センター等の杭が残置されており、基本的に別

途示す既存杭伏図に示される既存杭を考慮した上で、避けて施設を計画してください。

「６ 対象用地の使用条件」で設定する公共用地において、公共施設棟及び憩いの場・多

目的ホール（別棟の場合）の計画上やむを得ず既存杭を撤去する必要がある場合は、その

費用は区が負担するものとし、公共施設棟の買取提案価格に加算してください。民間用

地については、整備・運営事業者が負担するものとします。 

また、撤去する既存杭以外で支障となる地下埋設物が工事中に確認された場合、公共

施設棟及び憩いの場・多目的ホール（別棟の場合）の建設用地については処理に係る費用

は区が負担するものとし、公共施設棟の買取価格に加算してください。民間用地につい

ては、整備・運営事業者が負担するものとします。ただし、民間施設棟に憩いの場・多目

的ホールを合築する場合は、区が使用する床面積の率等に応じて応分の負担を行います。

この場合は、区が支払う憩いの場・多目的ホールの賃借料に加算してください。 

 

６ 対象用地の使用条件 

整備・運営事業者の提案により公共用地、民間用地を設定し、民間用地を整備・運営事

業者に貸し付け、整備・運営事業者は民間施設棟の整備、運営を行います。 

整備・運営事業者は公共用地に公共施設棟（保健センター、区民事務所、休日応急診

療所、子育てサロン、学童保育室）を整備し、完成後、区がこれを買い取ります。 

緑地広場の整備・運営にあたっては、以下の点に留意してください。 

 

【貸付範囲と維持管理】 

緑地広場は、その全域を貸付範囲に含めるものとします。整備・運営事業者は、貸

付期間中、緑地広場の一体的な維持管理を担ってください。 

【建築確認上の取扱い】 

建築確認申請における「敷地設定の範囲」と、実際の「土地の貸付範囲」は必ずし

も一致するものではありません。緑地広場を民間施設棟の建築確認上の敷地に算入し

ない場合も、貸付範囲に含めるものとします。また、緑地広場を公共施設棟の建築確

認上の敷地に算入する場合も、当該部分は整備・運営事業者に貸し付け、事業者が維

持管理を行うものとします。 

【施設間の連携】 

公共施設棟（憩いの場・多目的ホールを別棟とする場合も含む）の来訪者が緑地広

場を円滑に利用できるよう、各施設と緑地広場の動線や配置について十分配慮した計

画としてください。 

 

 

 



13 

【平面配置イメージの例】 

 
 
※１  用途地域上、賑わいを創出する民間施設棟及び多目的ホールの敷地の過半が準住居地域

になるよう敷地を設定する必要があります。 

※２  上の施設配置はあくまでイメージであり、応募者の提案を制限するものではありません。 

※３  民間用地、公共用地、緑地広場、憩いの場・多目的ホールを別棟とする場合の別棟用地

については、それぞれ測量及び分筆が必要となります。分筆は嘱託登記としますが、整

備・運営事業者は必要書類作成等の手続きを行うものとします。 

 
 

（１） 民間用地の貸付条件 

区は、民間用地について、以下の条件により整備・運営事業者に貸し付けを行い、区

と整備・運営事業者は、借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に規定する一般

定期借地権の設定を目的とする一般定期借地権設定契約、又は同法第２３条第１項に

規定する事業用定期借地権の設定を目的とする事業用定期借地権設定契約（以下、一般

定期借地権設定契約と事業用定期借地権設定契約を合わせて「定期借地権設定契約」と

いう。）を締結するものとします。 

 

ア 貸付期間 

貸付期間については、下記に示す範囲で整備・運営事業者が提案するものとします。 

貸付開始時期は、令和９年秋以降で着工に必要な許認可等取得後とします。 
 
 事業用定期借地権設定契約の場合 貸付期間 ３０年以上５０年未満 

 一般定期借地権設定契約の場合  貸付期間 ５０年以上８０年以内 
 

※ 新築工事期間と事業終了後の解体期間を含む。 

 

イ 土地貸付料（月額） 

土地貸付料は、最低土地貸付料以上で、整備・運営事業者が提案した額とします。 
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最低土地貸付料の月額㎡単価は以下のとおりとします。整備・運営事業者が提案し

た民間用地の面積に提案土地貸付料の月額㎡単価を乗じた額（１万円未満四捨五入）

を提案土地貸付料とします。土地貸付料は土地引渡し時点から発生します。 

 事業用定期借地権の場合  最低土地貸付料単価  １，４１５円／㎡／月 

 一般定期借地権の場合   最低土地貸付料単価  １，１３６円／㎡／月 

 

※  民間用地の内、緑地広場部分に係る貸付料は無償とします。ただし、民間施設の建

築確認上の敷地設定に緑地広場を含める場合は、その範囲について、建設期間中及び

事業期間中の土地貸付料を有償とします。 

※  対象用地の南側に歩道橋が設置されており、この歩道橋が対象用地の一部（足立区

東綾瀬一丁目５番２、47.55 ㎡）を支障しています。この部分を含めて民間用地を設

定する場合、当該支障部分に係る貸付料は無償とします。ただし、歩道橋が撤去され

た場合は、撤去が完了した翌月の１日から有償となります。 

 なお、足立区、綾瀬駅周辺地区まちづくり協議会、東京都立葛飾ろう学校の連名で、

「綾瀬駅東口歩道橋交差点の改良等に関する要望書」を令和７年１０月１日に東京都

に提出しています。内容は、足立区議会ホームページでエリアデザイン調査特別委員

会報告資料（令和７年１１月１７日）にて閲覧可能です。 

 

（ア） 土地貸付料は、３年ごとに消費者物価指数に従い改定することとします。ただ

し、初回の改定は、令和１０年４月１日に行うものとします。改定額の算出方法

等の詳細は、別途定める定期借地権設定契約において定めるものとします。 

（イ） 法令の変更又は改廃により、本件土地の貸付料に消費税等が課税される場合に

は、区は整備・運営事業者に対し、土地貸付料に消費税等を加えて請求すること

ができるものとします。 

（ウ） 上記にかかわらず、土地貸付料が土地価格の社会経済情勢の大幅な変動等によ

り、又は近隣の土地の貸付料と比較して著しく不相応となった場合には、区と整

備・運営事業者の協議により土地貸付料を改定することができることとします。 

 

ウ 権利金 

 一般定期借地権の場合    

単価９４，４００円／㎡ 

※ 上記単価に、確定した民間用地面積（緑地広場面積を除く）を乗じた額を権利

金とします（千円未満四捨五入）。なお、民間施設の建築確認上の敷地設定に緑

地広場を含める場合は、その範囲について面積に算入するものとします。 

 事業用定期借地権の場合  なし 

 

エ 保証金 

 一般定期借地権の場合     

 単価９４，４００円／㎡ 

 事業用定期借地権の場合    
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 単価１８８，８００円／㎡  
※  上記単価に、確定した民間用地面積（緑地広場面積を除く）を乗じた額を保証金とし

ます（千円未満四捨五入）。なお、民間施設の建築確認上の敷地設定に緑地広場を含め

る場合は、その範囲について面積に算入するものとします。 

※  保証金は貸付期間満了時に整備・運営事業者が土地を区に返還した後、未払い債務等

を差し引いて整備・運営事業者に返還します。 

※  保証金に利息は付しません。 

 

オ 支払方法 

（ア） 土地貸付料 

土地使用料の支払い方法については、「①貸付期間中の土地使用料を一括して

支払う」、「②土地使用料を月毎に支払う」、「③土地の一部の貸付期間中の土地使

用料を一括して支払い、それ以外の土地の使用料を月毎に支払う（それぞれの土

地面積は提案による）」から選択を行って頂きます。 

各月ごとに支払う場合は、土地貸付料は、区が発行する納入通知書により、各

月ごとに指定期日までに支払うものとします。なお、土地貸付料の起算日は、定

期借地権設定契約により定めます。起算日が月の途中になった場合には、その月

の土地貸付料は、日割り計算によって算出します。 

なお、土地貸付料の支払が遅延したときは、足立区公有財産規則で定める割合

（契約時点の利率を適用する。なお、令和８年は年９．１％）で、遅延日数によ

って計算した額を延滞金として請求します。 

（イ） 権利金 

権利金は、定期借地権設定契約締結後に、区が発行する納入通知書により、指

定期日までに一括して支払うものとします。なお、指定期日までに権利金の支払

いが完了しない場合は、締結した定期借地権設定契約を解除し、定期借地権設定

契約に定める違約金を請求します。 

（ウ） 保証金 

保証金は、定期借地権設定契約締結後に、区が発行する納入通知書により、指

定期日までに一括して支払うものとします。なお、指定期日までに保証金の支払

いが完了しない場合は、締結した定期借地権設定契約を解除し、定期借地権設定

契約に定める違約金を請求します。 

 

カ 借地権の登記及び公正証書の作成 

公正証書により定期借地権設定契約を締結します。賃借権設定登記については整

備・運営事業者の提案によるものとします。公正証書の作成及び定期借地権の設定登

記に係る費用は、全て整備・運営事業者の負担とします。 

 

キ 借地権の譲渡、転貸等 

転貸は､事前に書面による区の承諾を得た場合に限り認めます。 
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第三者への賃借権の譲渡については、事前に書面による区の承諾を得た場合に限り

認めます。 

定期借地権付き分譲住宅を提案する場合は、賃借権の譲渡は認めず、転貸のみ認め

ます。 

 

ク 建物等の譲渡、貸付等 

民間用地上に建築する民間施設棟及びその他の工作物について、区の承諾を得ずに

第三者に譲渡、貸付を行うことはできません（民間施設棟のテナントへの貸出、イベ

ントスペース・コミュニティスペースとしての貸出を除く。）。また、担保権の設定等

を行うことはできません。 

民間施設棟のテナントへの貸出として第三者と締結する建物賃貸借契約（以下「テ

ナント等契約」という。）は、借地借家法第３８条に定める定期建物賃貸借契約とし、

同条第１項の規定に従い、契約の更新がないこととする旨を定めることとします。ま

た、テナント等契約の締結後、速やかに賃貸目的、貸付期間等を区に対して書面によ

り報告することとします。 

 

ケ 維持管理 

民間用地（緑地広場を含む）の維持管理は、整備・運営事業者の責任と負担により

行うこととします。 

 

コ 用途の指定 

整備・運営事業者は、民間用地を「２ 実施事業」に定める事業用途以外の用途に

用いることはできません。 

 

サ 民間用地の返還等 

貸付期間満了時、若しくは区又は整備・運営事業者側のいずれかにより定期借地権

設定契約が解除された時は、整備・運営事業者は、自らの費用負担により、区の指定

する期日までに、民間用地の建物及びその他の工作物を解体撤去・更地化し、貸付時

の原状に復して区に返還することとします。 

 

シ 契約更新等 

貸付期間の満了時における定期借地権設定契約の更新及び民間施設棟の築造によ

る貸付期間の延長はなく、民間施設棟の買取請求権も発生しません。 

 

ス その他 

（ア） 事業継続年数は貸付期間から施設整備期間、施設解体期間を除いた期間を想

定して頂き、施設の開設時期については、区と協議してください。 

（イ） 区は民間用地の数量の不足その他の契約不適合責任を負わないものとします。 

（ウ） 定期借地権設定契約の解除その他の事項については、定期借地権設定契約書
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に定めるところによります。 

（エ） 民間用地を２区画以上に分割した提案も可能としますが、事業期間は統一し

て提案してください。 

（オ） 区がイベント等で緑地広場の使用を希望する場合、整備・運営事業者は無償

で区へ緑地広場を貸し付けるものとします。区は使用希望日の１か月前までに

申出ることとし、使用方法は協議することとします。 

 

（２） 公共用地の使用条件 

整備・運営事業者は、公共施設棟の整備期間中、公共用地を無償で使用することがで

きます。 

 

７ 施設整備及び運営に関する条件 

（１） 施設整備及び運営における基礎条件 

ア 法令等の遵守 

施設整備にあたっては、特に以下に例示した法令等を遵守してください。 

【法令・施行令等】 

・ 都市計画法 

・ 建築基準法 

・ 消防法 

・ 景観法 

・ 大店立地法 

・ 駐車場法 

・ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

・ 水道法、下水道法、水質汚濁防止法 

・ 電気事業法・電気設備に関する技術的基準を定める省令 

・ 騒音規制法、振動規制法 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・ その他関連法規 

【条例等】 

・ 東京都建築安全条例 

・ 東京都火災予防条例 

・ 東京都福祉のまちづくり条例 

・ 東京都自然保護条例 

・ 東京都駐車場条例 

・ 足立区環境整備基準・同細則 

・ 足立区公共施設等整備基準 

・ 足立区建築基準法等の取り扱い 

・ 足立区景観条例 
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・ 足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例（同施行規則） 

・ 足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例（同施行規則） 

・ 足立区集合住宅の建築及び管理に関する条例（同施行規則） 

・ 足立区緑の保護育成条例 

・ 足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（同施行規則） 

・ 足立区建築物の解体工事の事前周知に関する要綱 

・ その他関連条例 

【適用基準等】 

・ 公共工事標準仕様書（建築工事編） 

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

・ 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 

・ 建築構造設計基準及び同解説 

・ 建築設備設計基準・同要領 

・ 公共建築工事共通仕様書 

・ 電気設備工事共通仕様書及び同標準図（国土交通省大臣官房営繕部監修） 

・ 機械設備工事共通仕様書及び同標準図（国土交通省大臣官房営繕部監修） 

・ 昇降機耐震設計・施工指針（（財）日本建築センター編集） 

・ 東京都工事標準仕様書 

・ 維持保全業務標準仕様書（足立区） 

・ その他関連する基準・指針 
 

※  その他、整備・運営事業者の責任において該当する法令等を確認の上、当該法令を

遵守してください。 

 

イ 基本協定の締結 

事業者が「１３ 提案書を特定するための選定方法」により本事業の優先協定締結

事業者として選定された後、提案された事業を確実に実施していただくために、区と

施設の整備及び運営等に関する基本協定を締結して頂きます（基本協定締結後、優先

協定締結事業者は「整備・運営事業者」となります）。 

 

ウ 建築に関する制限・配慮 

本件施設の設計にあたっては、建築に関連する各種法令、規制等を十分に確認の上、

必要に応じて事前に区の建築主事等に確認を行い、各種法規制に沿った設計とするよ

うご留意ください。 

特に、貸付物件の上空には高圧線が通っており、高圧線の高さは地表面から約２５

ｍです。高圧線については、東京電力と協議が必要となります。「１７ お問い合わせ

先」にご連絡頂ければ、高圧線の高さ及び詳細な図面の提供が可能です。 

また、対象用地が鉄道線路に近接することから、鉄道事業者（東京地下鉄(株)（東

京メトロ）、東日本旅客鉄道(株)（JR東日本））との近接協議が必要となります。 
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エ 安全・安心に留意した施設計画 

施設の安全性に配慮するとともに、ユニバーサルデザインの理念に則り、誰もが安

心でき、使いやすい施設としてください。  
オ 環境負荷低減（ＳＤＧｓ）への配慮 

建築資材廃棄物の排出抑制などの省資源対策、緑化、太陽光発電などの省エネルギ

ー対策等、環境への負荷の低減に十分配慮してください。 

また、可能な限りＳＤＧｓの取り組み（電気使用量の削減、食品ロスを減らす、環

境に配慮したものを使用する等）を踏まえたものとしてください。 

 

カ 建物及びその他工作物の建設工事にあたっての留意事項 

工事車両の通行に際しては、十分な安全対策を講じてください。騒音、振動、悪臭

及び粉じんの排出を最小限にとどめるよう、十分配慮してください。 

 

キ 土壌汚染等 

「４ 対象用地 （６）土壌汚染（地歴）」のとおり、現時点において土壌汚染等の

おそれに係る情報は確認されていません。 

ただし、施設の整備にあたり、土壌汚染が判明した場合には、直ちに区へ報告する

とともに、対応方法について区と協議の上、整備・運営事業者が関係法令等に従って

当該土壌汚染等を適切に処理してください。 

土壌汚染等の処理に係る費用は、公共用地については区が負担し、民間用地に関し

ては整備・運営事業者の負担とします。憩いの場・多目的ホールを民間施設棟に合築

する場合は、区が、憩いの場・多目的ホールの床面積の率等に応じて応分の負担を行

います。 

 

ク 地域住民に対する説明及び対応 

整備・運営事業者が施設整備及び運営を行うにあたっては、地域住民に対して十分

な説明を行うとともに、意見や要望に対して誠実に対応してください。 

ただし、基本協定締結前の地域に対するアンケート等については、地域の誤解を招

く恐れがあるため、控えていただきますようお願いします。 

基本協定締結後、整備・運営事業者は区と共催で地域住民を対象とした「住民説明

会」を開催し、事業計画概要を広く周知することとします。 

また、整備・運営事業者は、事業契約締結後、区と共催で「憩いの場・多目的ホー

ルにおける施設の運営に関するワークショップ」を開催することとします。設計時に

は当初提案内容・費用から大幅に逸脱しない範囲で、地元住民の意見を踏まえた施設

計画とするなど、施設の利用率向上のための工夫や、開業に向けた機運醸成に努めて

ください。 

 

ケ 対象用地の前利用 

施設整備にともなう地積調査及び土壌調査等のため、一般定期借地権設定契約書又



20 

は事業用定期借地権設定契約のための覚書に定める土地引渡し日以前に対象用地の

利用を希望する場合は、区に対し普通財産貸付契約手続きを行って頂きます。 

その際、原則として、足立区公有財産規則及び足立区行政財産使用料条例に基づい

た土地貸付料を徴収します。ただし、対象用地は現在足立区東渕江小学校の仮設校舎

が立地しており、東渕江小学校の開校期間中は基本的に利用できません。東渕江小学

校の仮設校舎の利用は、令和９年３月末までの予定です。 

  
コ 施設の名称 

施設の名称の決定にあたっては、区と協議してください。 

 

サ 地域住民との交流 

施設の運営にあたっては、地元商業や地域住民との友好な関係保持に努めた施設運

営を行ってください。 

 

シ 提案事業の放棄、撤退に係る違約金 

民間事業者が提案した民間用地にて実施する提案事業について、区の事前の承諾な

く事業を放棄又は事業から撤退した場合は、定期借地権設定契約に定める違約金を請

求します。 

 

（２） 民間施設棟の設計及び運営・維持管理 

民間施設棟の設計及び運営・維持管理については、整備・運営事業者の提案によるも

のとします。 

ただし、民間施設等の用途として、以下のものは認めません。 

 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する営業の用に供する施設 

イ 以下の団体等が利用する施設 

(ア)  足立区暴力団排除条例（平成２４年条例第３７号）第２条第１号及び第

２号に規定する暴力団又はその構成員の統制下にある団体 

(イ)  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律

第１４７号）第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体 

ウ 政治的用途・宗教的用途に供する施設 

エ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供する施設 

オ 青少年に有害な影響を与える施設 

カ 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供

する施設 

キ 葬祭場など、近隣・周辺環境との調整が難しいことが予想される施設 

ク 都市計画法等の関係法令により、現時点で整備することが制限される施設 
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ケ フィットネスジム、温浴施設 
 
（３） 公共施設棟の整備等 

ア 設計・整備等 

公共施設棟の設計、整備については、上記７（１）アに示す法令、条例、適用基準

による他、別添の公共施設要求水準書によるものとします。 

公共施設棟の事前協議、基本設計、実施設計については、整備・運営事業者の提案

を基本としつつ、区が関与します。 

公共施設棟の維持管理・運営は、区が行います。 

なお、公共施設棟への民間機能（コンビニエンスストア等の利便施設も含めて）の

併設は不可とします（憩いの場、多目的ホールを別棟とする場合も含みます）。 

 

イ 公共施設棟の対価（買取価格） 

公共施設棟の上限買取㎡単価（床面積あたりの単価）は次のとおりとし、上限買取

㎡単価以下で、公共施設棟の買取㎡単価を提案してください。事業者が提案する公共

施設棟の床面積に買取㎡単価を乗じた額を公共施設棟の買取価格とします。ただし、

ピロティ等の半屋外空間は、建築基準法上の延床面積に算入されるか否かに関わらず、

買取対価の算定対象の床面積には含められません。 

 

上限買取㎡単価 １，０２３，８６６円／床面積１㎡あたり（税込） ※公表時点 

 

なお、区は公共施設棟の買取費用について、令和１１年度までの債務負担行為を設

定しています。 

 

ウ 公共施設棟の買取価格の改定 

公共施設棟に係る買取価格（憩いの場・多目的ホールを別棟とする場合も含む）に

ついて、物価変動による買取価格の変動がある場合は、「足立区 工事請負契約約款

第２４条」の規定に準じ、「建設物価調査会 建築費指数（２０１５年基準）標準指数

（東京）建物種類 事務所（提案に応じた構造） 工事原価」を価格変動の指標とし

て募集要領等を公表した月に公表される指標と竣工予定月直近の足立区議会定例会

の２か月前に公表される指標の変動率に応じて、買取価格の改定を行うものとします。

詳細は、別途定める公共施設棟等整備及び売買契約書において定めるものとします。 

 

エ 買取価格の協議 

事業者は実施設計時に、公共施設棟を単独で建てた場合の設計図書及び営繕積算シ

ステム（RIBC2）を区に提出し、工事着手前に、区で買取価格の精査（２か月程度）を

行います。事業者の提案した買取価格が区の精査による買取価格より高い場合は、買

取価格に係る協議を行い、協議が整わない場合は、契約解除となる場合があります。 

 

オ 公共施設棟の登記に係る登録免許税の負担 
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公共施設棟の表示登記、所有権移転登記に係る登録免許税は、整備・運営事業者が

負担するものとします。 

 

（４） 憩いの場・多目的ホールの整備 

ア 設計、整備等 

憩いの場・多目的ホールについて求める機能、要件等については、公共施設要求水

準書に示します。 

憩いの場・多目的ホールの事前協議、基本設計、実施設計については、整備・運営

事業者の提案を基本としつつ、区が関与します。 

  
イ 憩いの場・多目的ホール整備の対価（買取価格又は賃借料） 

（ア） 別棟とする場合（買取価格） 

① 憩いの場、多目的ホールを別棟とする場合の対価（買取価格） 

憩いの場、多目的ホールを別棟とする場合の上限買取㎡単価（床面積あたりの

単価）は次のとおりとし、上限買取㎡単価以下で憩いの場、多目的ホールの買取

㎡単価を提案してください。事業者が提案する憩いの場、多目的ホールの床面積

に買取㎡単価を乗じた額を憩いの場、多目的ホールの買取価格とします。ただし、

ピロティ等の半屋外空間は、建築基準法上の延床面積に算入されるか否かに関

わらず、買取対価の算定対象の床面積には含められません。 
 

上限買取㎡単価  １，３０４，２１０円／床面積１㎡あたり（税込）   

※ 公表時点 
 

なお、区は別棟の買取費用について、令和１１年度までの債務負担行為を設定

しています。 

 

② 憩いの場、多目的ホールを別棟とする場合の買取価格の改定 

憩いの場、多目的ホールに係る買取価格について、物価変動による買取価格の

変動がある場合は、「足立区 工事請負契約約款第２４条」の規定に準じ、「建設

物価調査会 建築費指数（２０１５年基準）標準指数（東京）建物種類 事務所

（提案に応じた構造） 工事原価」を価格変動の指標として募集要領等を公表し

た月に公表される指標と竣工予定月直近の足立区議会定例会の２か月前に公表

される指標の変動率に応じて、買取価格の改定を行うものとします。詳細は、別

途定める公共施設棟等整備及び売買契約書において定めるものとします。 

 

③ 買取価格の協議 

事業者は実施設計時に、憩いの場、多目的ホールを単独で建てた場合の設計図

書及び建築営繕積算システム（RIBC2）を区に提出し、工事着手前に、区で買取

価格の精査（２か月程度）を行います。事業者の提案した買取価格が区の精査に

よる買取価格より高い場合は、買取価格に係る協議を行い、協議が整わない場合
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は、契約解除となる場合があります。 

 

④ 憩いの場、多目的ホールの登記に係る登録免許税の負担 

憩いの場、多目的ホールの表示登記、所有権移転登記に係る登録免許税は、整

備・運営事業者が負担するものとします。 

 

（イ） 民間施設棟への合築の場合（賃借料） 

憩いの場・多目的ホールを民間施設棟に合築する場合、事業期間中に渡り区は

賃貸借契約に基づき、整備・運営事業者に賃借料を支払います。憩いの場・多目

的ホールの保守点検、維持管理は整備・運営事業者に行って頂きます。 

賃借料は、次の上限賃借料の単価以下で、整備・運営事業者が提案した額とし

ます。 

整備・運営事業者が提案した憩いの場、多目的ホールの床面積に賃借料の㎡単

価を乗じた額（１万円未満四捨五入）を提案賃借料とします。 

 

 事業用定借の場合 

上限賃借料の単価   ６，３３４円／床面積１㎡／月 （税込） 

 一般定借の場合 

上限賃借料の単価   ６，０８１円／床面積１㎡／月 （税込） 

※ 公表時点 
 

①  賃貸借契約に係る初期費用は発生しないものとします。賃貸借契約当初に生じ

る費用等があれば、提案賃借料に含めてください。また、維持管理費、大規模修

繕費、設備更新費、共益費、テナント会費等についても提案賃借料に含めてくだ

さい。 

②  賃借料は、３年毎に、「消費者物価指数」に従い改定することとします。ただし、

初回の改定は、令和１３年４月１日に行うものとします。上記指数の基準年が変

更となった場合は、最新の基準に基づき改定を行います。改定額の算出方法等の

詳細は、賃貸借契約に規定するものとします。 

③  上記にかかわらず、賃借料が土地価格の社会経済情勢の大幅な変動等により、

又は近隣の賃借料と比較して著しく不相応となった場合には、区と整備・運営事

業者の協議により賃借料を改定することができることとします。 

④ 憩いの場、多目的ホールの供用開始前の賃借料の改定 

憩いの場、多目的ホールに係る賃借料について、物価変動による整備費の変動

に伴う改定が必要となる場合は、「建設物価調査会 建築費指数（２０１５年基準）

標準指数（東京）建物種類 事務所（提案に応じた構造） 工事原価」を価格変

動の指標として募集要領等を公表した月に公表される指標と竣工予定月直近の足

立区議会定例会の２か月前に公表される指標の変動率に応じて、賃借料の改定を

行うものとします。詳細は別途定める賃貸借契約書において定めるものとします。 
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（５） 特別目的会社の設立 

区と事業契約を締結する主体としての会社法（平成 17 年法律第 86 号）に定める株

式会社として特別目的会社（ＳＰＣ）を設立することも可とします。 

ただし、ＳＰＣを設立する場合は、次の要件をすべて満たすこととしてください。 

 

ア  応募事業者又は応募グループ内のいずれかの構成員がＳＰＣへの出資を行うこ

と。 

イ  出資者である応募グループの構成員は、本事業が終了するまでＳＰＣの株式を

保有するものとし、区の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等

の設定その他の一切の処分を行わないこと。なお、ＳＰＣへの出資者の変更や株式

の譲渡を承諾するにあたっては、事業の継続性、譲渡先の社会的信用力及び財務能

力等を審査し、区が必要と認める場合は、条件を付すことがあります。 

ウ  ＳＰＣが事業着手時又は施設譲渡時までに設立されていること。 

 

（６） 不動産証券化 

民間施設については、事業期間中において、不動産証券化による資金調達のため、不

動産特定共同事業法（平成６年法律第 77号）に基づく特例事業者を活用したスキーム、

資産の流動化に関する法律（平成 10年法律第 105号）に定める特定目的会社を活用し

たスキーム、会社法に基づく合同会社・匿名組合等を活用したスキーム又は投資信託及

び投資法人に関する法律（昭和 26年法律第 198号）による投資法人を活用したスキー

ムによる提案を可とします。 

 

ア  事業関係者（ＳＰＣ、投資法人、ＡＭ事業者、ＰＭ事業者等）や事業体制について

スキーム図を作成し詳細な内容を提案してください。将来、ＳＰＣを設立する場合

など、事業関係者が構成員や協力会社として参加できない場合も、提案した事業体

制で事業期間中に運営していただくことを原則とします。なお、区は事業体制にお

ける役割や運営状況について、定期的に報告を求めます。 

イ  建物の所有権または借地権を譲渡する場合は、事前に区の承諾を得るものとしま

す。承諾条件は以下の（ア）～（カ）の条件を全て満たすことを想定していますが、

詳細は協議します。 

なお、あらかじめ提案された事業体制内の事業者へ譲渡する場合についても、事

前に区へ届け出た上で、（ウ）～（カ）の条件を全て満たすものとします。 

（ア） 代表企業や構成員のグループ企業へ譲渡すること。ただし、信託の場合はこれ

に限らない。 

（イ） 運営開始後、一定期間（概ね２年以上）が経過し、事業が安定化していること。 

（ウ） 第三者譲渡先へ、区と当初事業者間の契約上の地位を承継させること。 

（エ） 定期借地権の保有者やＳＰＣ等の出資者が変更となった場合も、事業運営は原

則として当初提案で運営を行う者が継続して実施すること。 

（オ） 本事業における区及び地元等に対する事業者の窓口が分散しないこと。 
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（カ） 譲渡先が反社会的勢力ではないこと。 

 

（７） 区によるモニタリングの実施 

事業契約に定める整備・運営事業者の義務の履行状況を確認するため、区は、施設の

整備・運営等についてモニタリングを行います。整備・運営事業者は区のモニタリング

に協力する義務があります。 

 

ア  本事業全体の進捗・実施状況について、区は基本契約書の規定に基づき確認を行

うものとします。 

イ  公共施設棟（憩いの場・多目的ホールを別棟とする場合を含む）については、公

共施設棟等整備及び売買契約書の規定に基づき、設計・施工の状況について確認（モ

ニタリング）を行うものとします。 

ウ  民間施設棟の運営状況については、定期借地権設定契約の規定に基づき、確認（モ

ニタリング）を行うものとします。整備・運営事業者は定期的（１年ごと等）に業務

報告書を作成し、期日までに提出してください。業務報告書の内容については、契

約時に区と協議するものとします。 

エ  憩いの場・多目的ホールを民間施設棟に合築する場合は、賃貸借契約の規定に基

づき、確認（モニタリング）を行うものとします。整備・運営事業者は、憩いの場・

多目的ホールの維持管理状況等について、定期的（毎月等）に維持管理状況報告書

を作成し提出してください。同報告書に基づき、区は維持管理状況等について確認

を行います。維持管理状況報告書の内容については契約時に区と協議するものとし

ます。 

オ  区は随時実地調査の実施及び所要の報告を求めることができます。 

 

８ 証拠金 

（１） 優先協定締結事業者は、基本協定締結と同時に、証拠金を区に支払うものとします。 

（２） 証拠金は、優先協定締結事業者が提案した民間用地に係る土地貸付料に基づき毎月

支払う額（月額貸付料）の１２倍に相当する額とします。 

（３） 証拠金は、公正証書による定期借地権設定契約を締結したとき、同契約の保証金に

充当します。事業者の責めに帰すべき事由により契約が締結できない場合は、基本協

定の違約金に充当します。 

（４） 優先協定締結事業者は、上記（１）記載の証拠金を放棄して基本協定を解除するこ

とはできません。 

 

９ 質問及び回答 

（１） 質問 

ア 質問方法 

「質問書」（様式１－１）に質問内容を記載の上、「１７ お問い合わせ先」に記載

のＥメールアドレスに送付してください。それ以外の方法による提出は受付しません。 
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イ 送付期限 

１回目：令和８年４月６日（月）～４月１０日（金）正午 

２回目：令和８年６月２９日（月）～７月３日（金）正午 

 

（２） 回答 

ア 回答日 

１回目：令和８年４月２４日（金）まで 

２回目：令和８年７月１７日（金）まで 

※ 質問内容、質問数によって、回答が遅れる場合があります。 

イ 回答の方法 

上記回答日までに電子メールで回答し、併せて区ホームページで質問及び回答につ

いて公開します。ただし、質問者名は公表しません。また、質問者が公開を望まない

理由（事業者のノウハウに係る内容等）によっては、区の判断により公開せず、質問

者に個別に回答することがあります。 

 

１０ 応募手続き 

本事業公募への参加を希望する民間事業者は、下記のとおり応募申込書等を提出して

ください。受付期間に有効な応募手続きを行い、「１１ 提案書提出者の選定方法」によ

り選定された応募者を、提案書の提出ができる、提案書提出者とします。 

 

（１） 提出する応募申込書等 

詳細は様式２－５の応募申込書等の提出確認書をご確認ください。 

ア  応募申込書（様式２－１単独企業・代表事業者用又は様式２－２構成員用）及び

添付資料（履歴事項全部証明書、印鑑登録証明書、会社定款、会社概要、様式２－３

営業所表、様式２－４秘密保持に関する確認書） 

※  区が必要と認めるときは、追加書類の提出を求めることがあります。 

※  グループで応募する場合は、代表事業者を決め、全構成員（代表事業者を含む）の「ア 

応募申込書及び添付資料」を提出してください。 

イ  直近３年分決算にかかる決算関連書類（単独企業又は代表事業者及び定期借地権

設定契約を区と締結する構成員） 

 財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書） 

「販売費及び一般管理費」の明細が含まれていること 

 法人税確定申告書（別表含む） 

 勘定科目内訳明細書 

※  グループの場合、定期借地権設定契約を区と締結する構成員（代表事業者を含む）の

「イ 直近３年分決算にかかる決算関連書類」を提出してください。 
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（２） 応募申込書類等作成方法 

ア  書類における使用言語は日本語とし、単位はメートル法を、数字はアラビア数字、

通貨単位は円、時刻は日本標準時を用いること。また文字の大きさは、本文は１０．

５ポイント以上とします。なお、決算関連書類などの任意様式のほか、図・表・写真

等の文字についてはこの限りではありませんが、文字が十分に読み取れる程度とし

てください。 

イ  区指定様式以外は、任意様式とします。ただし、原則としてＡ４縦判片面で作成

してください。Ａ３の場合は、折り込みＡ４で提出してください。 

ウ  書類はページ番号を付し、項目ごとに扉ページを設け、扉ページに項目名を記載

し、インデックスを付してください。 

エ  応募申込書はレール式クリアーホルダー（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙に

は「令和８年３月公募 旧こども家庭支援センター等跡地活用事業応募申込書」、「法

人名」を表示してください。 

オ  直近３年分決算にかかる決算関連書類は応募申込書と別にレール式クリアーホル

ダー（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙には「令和８年３月公募 旧こども家庭支

援センター等跡地活用事業 財務基礎資料」、「法人名（正本のみ。副本には法人名を

記載しないこと。）」を表示してください。 

 なお、決算関連書類がレール式クリアーホルダーに収まらない場合は、キングフ

ァイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙には法人名（正本のみ。副本

には法人名を記載しないこと。）」を表示してください。 

 

（３） 提出部数 

ア 応募申込書及び添付資料 

 紙媒体    正本  １部（フルカラー） 

 電子ファイル   １部（イ 決算関連書類を含むもの） 

※ レール式クリアーホルダーの色は、すべて統一してください。 

※ 応募申込書には、会社代表者印を押印してください。 

イ 直近３年分決算にかかる決算関連書類 

 紙媒体    正本  １部（フルカラー） 

副本  １部（フルカラー） 

※ レール式クリアーホルダー又はキングファイルの色は、すべて統一してください。 

※ 副本は、提出者が特定できる項目（企業名、所在地、ロゴマーク、法人番号等）を全

て削除して提出してください。 

 

（４） 応募申込書等受付期間及び受付時間 

受付期間 令和８年６月２２日（月）～６月２４日（水）まで 

受付時間 午前９時から午後５時まで 

  （正午から午後１時までを除く） 
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（５） 提出方法 

書類を直接「１７ お問い合わせ先」記載にある資産活用担当課まで持参してくださ

い。なお、持参する際は、必ず事前に電話連絡の上、提出時間（来庁予定）を予約して

ください。 

 

１１ 提案書提出者の選定方法 

以下のとおり、事業者からの応募申込書等を審査し提案書提出者を選定します。 

 

（１） 応募資格審査（書類審査） 

：令和８年７月２２日（水）選定結果通知予定 

選定委員会の事務局において、「３ 応募資格」の応募資格要件及び税理士会への照

会に基づき審査を行い、提案書提出者として選定します。 

なお、税理士による経営状況の審査の結果、不適合と評価された事業者は、非選定と

します。 

応募申込書等を提出した者のうち、提案書提出者として選定した者に、選定した旨の

通知と共に、提案書提出要請書を送付します。 

 

（２） 提案書提出者選定結果の公表など 

応募総事業者数、選定事業者数の公表は、「１３ 提案書を特定するための選定方法 

（４）提案書特定結果の公表など」において行います。 

 

（３） 非選定理由に関する事項 

ア  応募申込書等を提出した者のうち、提案書の提出者として選定されなかった

者に対しては、選定されなかった旨とその理由（非選定理由）を書面（非選定

通知書）により、区長（資産活用担当課）から通知します。 

イ  上記アの通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（足立区

の休日を定める条例（平成元年条例第２号）第１条に規定する区の休日（以下

「休日」という。）を含まない）以内に、書面により、区長（資産活用担当課）

に対して非選定理由について説明を求めることができます。なお、説明請求の

受付場所及び受付時間は以下のとおりとします。 

（ア） 受付場所 足立区役所南館９階 資産活用担当課 

（イ） 受付時間 午前９時～午後５時 

ウ  上記イの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０

日（休日を含まない。）以内に書面により行います。 

エ  上記ウの回答を受けた者は、その回答に不服がある場合は、回答を受理した

日の翌日から起算して１０日（休日を含まない。）以内に区長に対して申し立て

ることができます。 
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１２ 提案書類等の提出 

「１１ 提案書提出者の選定方法」の応募資格審査（書類審査）により選定された提案

書提出者は、事業の提案に係る書類等を、下記に定める受付期間内に、指定の提出方法に

より提出してください。 

 

（１） 提出する提案書類等 

様式集（Word・Excel）を参照してください。なお、次の項目については必ず記載し

てください。 

 

提案番号 提案項目 

１ 

企画提案書・施設計画提案書 

ア 事業方針、コンセプト 

イ 施設整備概要 

ウ 地域活性化、地域貢献 

エ 綾瀬ゾーンエリアデザイン計画、綾瀬駅周辺地区 地区まちづくり計

画の実現への貢献 

オ 民間施設と公共施設、緑地広場との相乗効果 

カ 施設計画（全体） 

キ その他（独自提案等） 

２ 

個別施設計画提案書 

ア 個別施設に係る設計主旨（意匠、景観、イメージパース） 

イ 平面図、立面図（建築面積、延床面積、建ぺい率、容積率、建物高さ

を明記） 

ウ 公共施設棟等（憩いの場、多目的ホールを含む）の LCCに係る提案 

エ その他（独自提案等） 

３ 

事業計画提案書・価格提案書 

ア 事業計画の内容、方針 

イ 事業実施体制、事業スキーム 

ウ 管理運営体制 

エ 類似事業実績の事例（憩いの場、多目的ホール、定借事業による賑わ

い施設） 

オ 事業リスクと対応策 

カ 事業スケジュール 

キ 事業計画（資金計画） 

ク 提案価格 

ケ その他（独自提案等） 

 

（２） 提案書類等作成方法 

ア  書類における使用言語は日本語とし、単位はメートル法を、数字はアラビア数字

を用い、文字の大きさは、本文は１０．５ポイント以上とします。なお、図・表・写

真等の文字についてはこの限りではありませんが、文字が十分に読み取れる程度と

してください。 
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イ  資料３－１ 様式集（Word）の「提出書類作成上の留意点」をご参照ください。 

ウ  書類はページ番号を付してください。 

エ  書類は様式の順にレール式クリアーホルダー（Ａ４・縦型・左綴じ・片面）で、

Ａ３の場合は、折り込みＡ４綴じとし、表紙には「令和８年３月公募 旧こども家

庭支援センター等跡地活用事業提案書」「法人名（正本のみ。副本には法人名を記載

しないこと）」を表示してください。 

オ  ＳＤＧｓの取り組みがある箇所は、ＳＤＧｓを表示してください。 

 

（３） 提出部数 
 

 紙媒体    正本  １部（フルカラー） 

副本 １５部（フルカラー） 

 電子ファイル     １部 

 

※  レール式クリアーホルダーの色は、すべて統一してください。 

※  様式４－１提案書類提出届は、会社代表者印を押印したものを正本として１部提出し

てください。 

※  協力会社（構成員を除く）及び提案する事業計画において主要な役割を担うテナント

からの関心表明書（様式任意）については、正本 1 部のみ、上記の様式４－１提案書類

提出届の次に綴じてください。 

※  副本は、提出者が特定できる項目（企業名、所在地、ロゴマーク等）を全て削除して提

出してください。 

※  電子ファイルのファイル形式は Excel の指示があるものは Excel とし、特に指示がな

いものは PDFとしてください。 

※  電子ファイルは DVD-R又は CD-Rに格納してください。 

 

（４） 提案書類等提出受付期間及び受付時間 
 

ア 受付期間 令和８年９月７日（月）～９月９日（水）まで 

イ 受付時間 午前９時から午後５時まで 

    （正午から午後１時までを除く） 

 

（５） 提出方法 

書類及びデータを直接「１７ お問い合わせ先」記載の資産活用担当課まで持参して

ください。なお、持参する際は、必ず事前に電話連絡の上、提出時間（来庁予定）を予

約してください。 

 

（６） その他 

ア 提出書類の取り扱い 

提出書類の著作権は、提案事業者に帰属します。ただし、区は事業者の公表等必要
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なときは、提案書提出者と協議の上、提案書等の内容を無償で使用できるものとしま

す。なお、一度区へ提出された提案書類等は、返却いたしません。 

また、提出書類の内容に不明な点がある場合は、区から説明を求めることがありま

す。 

イ 追加書類の提出 

区が必要と認めるときは、追加書類の提出を求めることがあります。 

ウ 情報の公開 

足立区情報公開条例（平成１２年足立区条例第９１号）に基づき、提案事業者の提

案内容については、個人情報を除いて公開することがあります。なお、提案事業者等

の利益を明らかに損なうと認められる事項は、非開示情報とすることがあります。 

エ 費用負担 

応募書類及び提案書類等作成のほか、本事業公募の参加及び応募に係る費用は、す

べて事業者の負担とします。なお、優先協定締結事業者の選定後から基本協定締結ま

でに要する費用も、本事業公募の参加に係る費用に含まれるものとします。 

オ 事実相反 

提出された提案書類等の内容に、事実と異なる記載があった場合は、整備・運営事

業者として選定された後でもその選定結果を取り消し、区は締結した基本協定を解除

できるものとします。 

カ 提案辞退 

提案書提出者又は後述の二次審査出席者として選定された者が、辞退を希望する場

合は、提案辞退届（様式３－１）に必要事項を記入の上、上記「提案書類等提出受付

期間及び受付時間」内に事前連絡の上、提出してください。 

キ 対象用地での将来の事業への応募の制限 

優先協定締結事業者として選定されたにもかかわらず、区の責めに帰すべき事由に

よる場合を除き、理由の如何にかかわらず、基本協定を締結しない又は基本協定の解

除を申し出た場合は、将来、区が対象用地で行う事業への参加ができないものとしま

す。 

 

１３ 提案書を特定するための選定方法 

下記のとおり、一次審査（書類審査）により選定された二次審査出席者を対象とし、５

名で構成される選定委員会において、二次審査（プレゼンテーション審査）を行います。 

 

（１） 一次審査（書類審査） 

：令和８年１０月１９日（月）結果通知予定 

選定委員会において提案書の審査を行い、提案書提出者の中から上位４者程度を二

次審査出席者として選定します。全ての提案書提出者に結果を書面により通知します。 

二次審査（プレゼンテーション審査）の日時等の詳細は、一次審査（書類審査）によ

る二次審査出席者の特定後、令和８年１０月１９日（月）に通知を発送いたします。 

なお、一次審査（書類審査）の評価点で、区の定める基準点（定性評価項目の合計点
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の６割以上）に満たない場合又は各審査委員が付ける評価項目のうち定量評価項目を

除きいずれかで０－１（６段階評価）の評価が２名以上付与された提案書提出者は、非

選定となります。 

定性評価の評価点は、６段階評価（０、１、２、３、４、５点）で、配点が１０点で

あれば２倍、配点が１５点であれば３倍の倍率が掛けられます。 

 

（２） 二次審査（プレゼンテーション審査） 

：令和８年１１月４日（水）～１１月１３日（金）※開催日程は別途調整 

二次審査では、二次審査出席者から提出された提案書に基づくプレゼンテーション、

審査委員による質疑等を行います。当日の出席者は、６名以内とし、責任者（管理者）

予定者等、審査委員からの質疑に対し適切に回答できる担当者を必須の出席者としま

す。プレゼンテーション審査における選定委員会の評価点数を選定審査会の評価点と

し、評価点が第１位及び第２位の事業者を特定し、第１位の事業者を優先協定締結事業

者として選定します。区と優先協定締結事業者は、整備・運営に関する基本協定を締結

することとします（基本協定締結後、事業者は「整備・運営事業者」となります）。第

２位の事業者は、補欠協定締結事業者として選定します。補欠協定締結事業者は、何ら

かの理由により区と優先協定締結事業者との間で整備・運営に関する基本協定の締結

に至らなかった場合に、繰り上がって区と基本協定締結の権利を得るものとします。補

欠協定締結事業者の有効期間は、選定審査結果通知の日から１年間とします。 

なお、プレゼンテーション審査の評価点で、区の定める基準点（定性評価項目の合計

点の６割以上）に満たない場合又は各審査委員が付ける評価項目のうち定量評価項目

を除きいずれかで０－１（６段階評価）の評価が２名以上付与された提案書提出者は、

非選定となります。定性評価の評価点は、６段階評価（０、１、２、３、４、５点）で、

配点が１０点であれば２倍、配点が１５点であれば３倍の倍率が掛けられます。 
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（３） 選定審査基準 

評価の視点 
評価 

配分 
指   標 

❶ 定性評価項目 70点  

事業の 

基本理念・

方針 

事業の趣旨（コンセプト）、テーマに魅力・独自

性が感じられるか。 

綾瀬ゾーンエリアデザイン計画、綾瀬駅周辺地

区 地区まちづくり計画に資する提案であるか。 

15点 

基本理念及びコンセプトの創意工

夫、独自性 

区計画への貢献提案 

全体施設 

計画 

施設計画と動線計画について適切な計画であ

るか。施設間の回遊性で評価できる点がある

か。 

10点 

施設計画・動線計画 

公共施設棟、民間施設棟、緑地広場間の相乗

効果が期待できる計画であるか。 
10点 

東綾瀬公園からの緑の連続性に配慮しつつ、

綾瀬駅前通りの核となる優れたデザイン計画と

なっているか。 

10点 意匠・景観計画 

地域活性化、地域貢献に資する計画となってい

るか 
10点 

地域活性化・地域計画に資する施設

機能 

防災の取組みについて評価できる点があるか。 5点 防災計画 

緑地広場のコンセプト及び計画について評価で

きる点があるか。 
5点 

全体施設計画での役割、コンセプト 

緑地広場の使い方、効果 

公共施設 

棟に関す 

る内容 

施設目的に沿った諸室構成やレイアウトとなって

いるか。 
10点 施設デザイン・設計計画 

維持管理費の削減の工夫等 LCCへ配慮した計

画となっているか。 
10点 維持管理計画 

民間施設 

棟に関す 

る内容 

にぎわい創出に繋がり、綾瀬駅前の魅力を高め

る民間施設となっているか。入居する業種や業

態に評価できる点があるか。 

15点 

エリアデザイン計画との関連性 

賑わいの多様性 

施設デザイン 

綾瀬駅前の既存施設等との棲み分け、相乗効

果に配慮した民間施設となっているか。 
10点 

駅周辺の既存施設との連携による賑

わい創出 

綾瀬駅周辺で提供されるサービスの

多様化 

公共施設棟、憩いの場、多目的ホールとの連

携、相乗効果に配慮した民間施設となっている

か。 

10点 
公共機能（憩いの場、多目的ホール

を含む）との連携、工夫 

民間施設棟で実施する提案事業について、安

定性、継続性が担保され、事業期間中にわたり

サービスの提供ができる計画となっているか。 

10点 
民間施設棟で提供されるサービスの

継続性、安定性 

多目的 

ホール 

利用者のニーズを理解した施設となっている

か。 

多様な利用に対応できるフレキシブルな計画と

なっているか。 

10点 施設デザイン・設計計画 

利用者（出演者、観客を含む）の入退室動線へ

の十分な配慮がされているか。 

他施設との連携を意識した施設内動線となって

いるか。 

10点 施設デザイン・設計計画 

維持管理費の削減の工夫等 LCCへ配慮した計

画となっているか。 
10点 維持管理計画 
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評価の視点 
評価 

配分 
指   標 

憩いの場 

「多世代が過ごせる心地よい居場所」として、居

心地の良い空間デザインや多世代交流が生ま

れる場を創出し、地域社会のウェルビーイングを

育む施設計画となっているか。 

15点 施設デザイン・設計計画 

それぞれの利用用途（ゾーニング）に係る優れた

工夫や、意見交換会の結果を踏まえた活動が

提案されているか。 

15点 施設デザイン・設計計画 

維持管理費の削減の工夫等 LCCへ配慮した計

画となっているか。 
10点 維持管理計画 

事業計画 

事業体制及び業務内容が明確であるか。 5点 事業実施体制等 

事業継続性、ニーズの変化、事業リスクへの対

応に係る記述があるか。 
5点 事業の継続性 

本施設の供用開始までの物価変動リスクに対す

る対策が提案されているか。 
5点 リスク対応策 

類似事業による実績があるか。 5点 類似事業の実績 

事業スケジュールについて十分検討されてお

り、確実性が高いものとなっているか。 
5点 事業スケジュール 

事業収支計画について、安定的な運営をしてい

くために十分検討されており、実現性が高いも

のとなっているか。 

5点 資金計画の安定性 

プレゼン 

テーション 
説得力・質疑応答の適格性等はあるか。 5点 

説明の判りやすさ、質疑応答の適格

性、その他総合評価 

定性評価 計 235点  

❶ 定性評価 計（７０点換算） 70点 
係数 0.2979 

小数点第 3位を切り捨て 

❷ 定量評価項目 30点  

提案価格 

公共施設棟の提案買取価格（㎡単価）が低いも

のを優位に評価する。 
12点 算定式①により評価する 

提案土地貸付料（月額㎡単価×提案面積）が高

いものを優位に評価する。 
7.5点 算定式②により評価する 

憩いの場・多目的ホールの提案買取価格（㎡単

価）又は賃借料（月額㎡単価）が低いものを優位

に評価する。 

10.5点 算定式③により評価する 

 ❷ 定量評価 計 30点 小数点第 3位を切り捨て 

 ❶＋❷ 計 100点  

区内業者 区内に本店又は本社のある応募者（構成員を含む）は、合計得点に 3点を加える。 

合  計  103点  
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ア 定性評価項目の評価方法 

定性評価項目については、下に示す審査基準で評価を行います。 

 

評価 審査基準 

５ 非常に評価できる 

４ 評価できる 

３ 概ね妥当である 

１－２ あまり評価できない 

０ 評価できない 

 

イ  定量評価項目の方法 

（ア） 公共施設棟の提案買取価格（算定式①） 

 公共施設棟の提案買取価格は、提案買取㎡単価と上限買取㎡単価との削減率で

評価するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 民間用地に係る土地貸付料（算定式②） 

土地貸付料は月額㎡単価×提案面積で評価するものとします。 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 憩いの場・多目的ホールに係る提案価格（算定式③） 

憩いの場・多目的ホールについては、民間施設棟への合築（賃貸借契約による

区の賃借料支払）、別棟（公共施設棟等整備及び売買契約による区の買取）の提案

を認めていることから、それぞれの上限㎡単価との削減率で評価するものとしま

す。 

    

【算定式①】 

手順１：削減率の算定 

１−
提案買取㎡単価

上限買取㎡単価
= 削減率 

 

手順２：評価点の算定 

提案者の削減率

最も削減率の高い提案者の削減率
×１１点＋１点（基礎点） = 評価点 

 

       ※それぞれ小数点第３位は四捨五入 

 

【算定式②】 
  

提案土地貸付料（月額㎡単価 ×提案面積）

最高提案土地貸付料（月額㎡単価 ×提案面積）
×７.５点 = 評価点 

 

       ※小数点第３位は四捨五入 
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（４） 提案書特定結果の公表など 

ア  特定した提案書の提出者（以下「優先協定締結事業者」という。）に対して、提案

書を特定した旨の通知を送付します。 

イ  区ホームページに、優先協定締結事業者の法人名と審査評価結果、応募総事業者

数、提案書提出者数などを掲載します。優先協定締結事業者以外の事業者について

は、法人名は伏せ、審査評価結果のみ公表します。 

ウ  通知時期     令和８年１１月１９日（木） 

エ  掲載時期     令和８年１１月２４日（火） 

 

（５） 非特定理由に関する事項 

ア  提出した提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨とそ

の理由（非特定理由）を書面（非特定通知書）により、区長（資産活用担当課）

から通知します。 

イ  上記アの通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を

含まない。）以内に、書面により、区長（資産活用担当課）に対して非特定理由

について説明を求めることができます。なお、説明請求の受付場所及び受付時

間は以下のとおりとします。 

(ア) 受付場所 足立区役所南館９階 資産活用担当課 

(イ) 受付時間 午前９時～午後５時 

ウ  上記イの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０

日（休日を含まない。）以内に書面により行います。 

エ  上記ウの回答を受けた者は、その回答に不服がある場合は、回答を受理した

日の翌日から起算して１０日（休日を含まない。）以内に区長に対して申し立て

ることができます。 

 

【算定式③】 

手順１：削減率の算定（民間施設棟への合築の場合） 

１−
提案賃借料（月額㎡単価）

上限賃借料（月額㎡単価）
= 削減率 

 

手順２：削減率の算定（民間施設棟と別棟の場合） 

１−
提案買取㎡単価

上限買取㎡単価
= 削減率 

 

手順３：評価点の算定 

提案者の削減率

最も削減率の高い提案者の削減率
×９.５点＋１点（基礎点） = 評価点 

 

       ※それぞれ小数点第３位は四捨五入 
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１４ 公募条件・提案内容の履行及び選定後の取扱いについて 

（１） 公募条件・提案内容の履行と基本協定の締結 

「７ 施設整備及び運営に関する条件 （１）施設整備における基礎条件 イ 基本

協定の締結」に記載のとおり、選定審査会終了以降、足立区議会へ報告後に区と優先協

定締結事業者との間で基本協定を締結し、基本協定締結をもって事業者は整備・運営事

業者となります。 

整備・運営事業者は、本事業における民間施設棟の整備・運営にあたり、原則として

本募集要領で定めた条件及び本公募において整備・運営事業者が提案した事項を誠実

に履行して頂きますが、以下に該当する場合で且つ区が必要と認める場合には、区と整

備・運営事業者間で協議の上、本募集要領の条件又は整備・運営事業者の提案事項を部

分的に追加・変更できることとします。 

なお、追加・変更手続きの詳細については、区と整備・運営事業者とで締結する基本

協定において定めることとします。 
 
ア  法令に適合するために不可欠な事項の追加・変更 

イ  施設の安全上の観点から不可欠な事項の追加・変更 

ウ  地域住民の良好な生活環境の確保のため不可欠な事項の追加・変更 

エ  事業に係る経費の著しい削減が見込める事項の追加・変更 

 

（２） 特定取り消しと事業中止に関する事項 

優先協定締結事業者の選定後であっても、基本協定締結に向けた協議において事業

遂行能力や提案の具体化に疑義が生じた場合、足立区議会からの指摘や区の行政運営

上の合理的な理由により、区が事業の遂行を適当でないと判断した場合は、選定を取り

消すことがあります。また、協定締結後の地元説明等の状況や、地域の意向等により事

業の継続が困難であると区が判断したときは、本事業を中止することがあります。 
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１５ 公募から定期借地契約締結までの主なスケジュール（予定） 
 

２０２６年（令和８年） 

３月１８日（水） 募集要領公表（ホームページ等） 

４月 ６日（月）～４月１０日（金）正午 事業提案等に関する質問（１回目）受付 

４月２４日（金）まで 事業提案等に関する質問（１回目）回答 

６月２２日（月）～６月２４日（水） 応募申込書類等提出受付 

６月２９日（月）～７月 ３日（金） 事業提案等に関する質問（２回目）受付 

７月１７日（金）まで 事業提案等に関する質問（２回目）回答 

７月２２日（水） 応募資格審査結果の通知 

９月 ７日（月）～９月 ９日（水） 提案書受付期間 

１０月１９日（月） 一次審査（書類審査）結果通知 

１１月 ４日（水）～１１月１３日（金） 

※開催日程は、別途調整 
二次審査（プレゼンテーション審査） 

１１月１９日（木） 優先協定締結事業者の決定・通知 

１１月２４日（火） 優先協定締結事業者の公表 

１２月以降 足立区と事業者の基本協定締結 

２０２７年（令和９年）以降 

３月以降 足立区と事業者の事業契約締結 

4月～９月（予定） 既存建物の撤去工事（区実施） 

１０月（予定） 土地引渡し 

令和１１年秋以降 施設開業、供用開始 
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１６ その他 

（１） 募集要領その他資料の取扱い 

区が提供する募集要領その他資料については、本事業公募の応募検討、提案書類の作

成等の目的においてのみ使用できるものとし、それ以外の目的に使用することはでき

ません。また、本事業公募に係る使用の範囲内であっても、区の了承を得ずに、第三者

に対して内容を提示し、又は使用させることはできません。 

 

（２） 審査委員への接触の禁止 

選定審査会の審査委員に対して、本事業公募の審査に重大な影響を与えると疑われ

る接触を禁止します。接触の事実が認められた該当事業者にあっては、選定審査会開催

前であれば失格とし、整備・運営事業者として選定されている場合は、その選定結果を

取り消し、区は締結した基本協定を解除します。 

 

１７ お問い合わせ先 
 

足立区資産活用部資産活用担当課資産活用担当係  田村・和泉・山崎 

〒120-8510 東京都足立区中央本町１－１７－１ 足立区役所南館 9階 

電  話：03-3880-5939  ＦＡＸ：03-3880-5609 

Ｅメール：shisan@city.adachi.tokyo.jp  

 

 


